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（目的） 

第１条 この条例は、新型コロナウイルス感染症等の発生の予防及びまん延の防止に

関する施策の基本となる事項、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため

の措置等について定めることにより、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成

24年法律第31号。以下「法」という。）及び感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成10年法律第114号）と相まって、新型コロナウイルス感染症

等の発生の予防及びまん延の防止を図り、もって県民の生命及び健康を保護し、並

びに県、県民、事業者等が協力して安全で安心な県民生活を維持することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロ

ナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機

関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）で

ある感染症をいう。 

２ この条例において「新型コロナウイルス感染症等」とは、法第２条第１号に規定

する新型インフルエンザ等をいう。 

（条例対策本部の設置等） 

第３条 知事は、県の区域において新型コロナウイルス感染症等のまん延のおそれが

あると認めるときは、新型コロナウイルス感染症等に関する対策本部（以下「条例

対策本部」という。）を設置するものとする。ただし、法第15条第１項に規定する政

府対策本部が設置されているときは、この限りでない。 

２ 条例対策本部の長は、知事をもって充てる。 

３ 条例対策本部は、新型コロナウイルス感染症等に対する対策に関し、県が実施す

る施策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。 

４ 知事は、法第15条第１項に規定する政府対策本部が設置されたとき又は新型コロ

ナウイルス感染症等のまん延のおそれがないと認められたときは、条例対策本部を

廃止するものとする。 

５ この条に定めるもののほか、条例対策本部の組織及び運営に関し必要な事項は、



 

知事が定める。 

（基本的方針の策定） 

第４条 県対策本部（条例対策本部又は法第22条第１項に規定する都道府県対策本部

をいう。以下同じ。）は、新型コロナウイルス感染症等に対する対策を実施するに当

たり、新型コロナウイルス感染症等の発生の予防及びまん延の防止、医療提供体制

の強化等に係る基本的方針（以下「基本的方針」という。）を定めるものとする。 

（感染症等に対する対策の実施等） 

第５条 県は、県民、県の区域に滞在する者及び事業者（以下この条及び第10条にお

いて「県民等」という。）に対し、基本的方針に基づく新型コロナウイルス感染症等

の発生の予防及びまん延の防止に関する施策の実施について周知し、県民等が自ら

感染を防止するための対策を適切に講ずることができるよう必要な情報提供に努

めるものとする。 

２ 県は、県民が安全で安心な生活を維持できるよう、新型コロナウイルス感染症等

に関し、医療提供体制の強化、検査及び調査に関する体制の充実、必要な物資又は

資材の備蓄その他必要な対策を実施するものとする。 

３ 県対策本部の長は、県民等に対し、新型コロナウイルス感染症等の感染を防止す

るための対策を適切に講ずるよう協力を求めることができる。 

（まん延を防止するための協力の求め等） 

第６条 県対策本部の長は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要

があると認めるときは、新型コロナウイルス感染症の潜伏期間及び治癒までの期間

並びに発生の状況並びに医療提供体制の状況を考慮して県対策本部の長が定める

期間及び区域において、新型コロナウイルス感染症がまん延していると認められる

地域との人の往来を誘発させる施設のうち基本的方針で定めるものを管理する者

又は当該施設を使用して催物を開催する者に対し、当該施設の使用の制限若しくは

停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他基本的方針で定める措置を講ずる

ことを検討するよう協力を求めることができる。 

２ 条例対策本部の長は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要が

あると認めるときは、新型コロナウイルス感染症の潜伏期間及び治癒までの期間並

びに発生の状況並びに医療提供体制の状況を考慮して条例対策本部の長が定める

期間及び区域において、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める協力を求め

ることができる。 

⑴ 県民及び県の区域に滞在する者 生活の維持に必要な場合を除きこれらの者

の居宅又はこれに相当する場所から不要不急の外出をしないことその他の新型

コロナウイルス感染症のまん延の防止に必要な協力を行うこと。 



 

⑵ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令（平成25年政令第122号。以下この

号及び附則第３項において「政令」という。）第11条第１項（第15号を除く。）に

規定する多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を

開催する者 当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しく

は停止その他政令第12条各号（第６号を除く。）に掲げる措置のうち基本的方針で

定めるものを講ずることを検討するよう協力すること。 

３ 前２項の規定による協力の求めは、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止す

るため必要最小限のものでなければならない。 

（県民及び事業者に対する措置） 

第７条 県は、新型コロナウイルス感染症等により生活又は経済活動に影響を受ける

県民及び事業者に対し、相談体制の充実、経済的な支援その他の必要な措置を講ず

るものとする。 

（基本的方針等についての意見の聴取） 

第８条 県対策本部の長は、次に掲げる場合は、あらかじめ、市町村の長を代表する

者及び新型コロナウイルス感染症等に関する専門的な知識を有する者その他の学

識経験者の意見を聴かなければならない。 

⑴ 基本的方針を策定し、又は変更する場合 

⑵ 法第24条第９項に規定する要請、法第31条の４第６項、法第31条の６第１項若

しくは第２項若しくは法第45条第１項若しくは第２項の規定による要請若しく

は法第31条の６第３項若しくは法第45条第３項の規定による命令又は第６条第

１項若しくは第２項の規定による協力の求め（次条第３号において「要請等」と

いう。）を行う場合 

（県対策本部の設置等の報告） 

第９条 知事は、次に掲げる場合は、速やかに、その旨を議会に報告しなければなら

ない。 

⑴ 県対策本部を設置し、又は廃止することとした場合 

⑵ 基本的方針を策定し、又は変更することとした場合 

⑶ 要請等を行うこととした場合 

（患者、医療関係者等への配慮） 

第10条 県民等は、新型コロナウイルス感染症等の患者及びその家族、医療機関に勤

務する者、県の区域に滞在する者、事業者をはじめ、何人に対しても、新型コロナ

ウイルス感染症等にり患していること又はり患しているおそれがあること、新型コ

ロナウイルス感染症等の感染を防止するための対策を適切に講じていないおそれ

があること等を理由として、不当な差別的取扱い又は誹謗
ひ ぼ う

中傷をしてはならない。 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に県対策本部が定めている新型コロナウイルス感染症の

発生の予防及びまん延の防止、医療提供体制の強化等に係る方針等は、新型コロナ

ウイルス感染症に関する第４条の規定により定められた基本的方針とみなす。 

３ この条例の施行の際現に県対策本部が行っている政令第11条第１項に規定する

多数の者が利用する施設以外の施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を

開催する者に対する当該施設の使用の制限その他の措置を講ずることを検討する

ことへの協力の依頼は、第６条第１項の規定により行われた協力の求めとみなす。 

（検討） 

４ 県は、この条例の施行後２年以内を目途として、関係法令の改廃の状況、医学医

療の進歩の推移、新型コロナウイルス感染症等の発生及びまん延の状況、新型コロ

ナウイルス感染症等の病原体の変異等を勘案しつつ、この条例の施行の状況につい

て検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 


